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■ 会社の新株予約権等に関する事項
（1）当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容の概要
銘柄 第6-1回新株予約権 第７回新株予約権
発行決議の日 2015年７月30日 2016年３月23日
区分 監査等委員でない取締役 監査等委員でない取締役
保有人数 １名 １名
新株予約権の数 45個 28個
新株予約権の目的となる株式の数 （注２、３） 9,000株 5,600株
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式
新株予約権の発行価額 無償 無償
新株予約権の行使時の払込金額 （注２、３） 545円 800円
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 （注２、３）

発行価格 545円
資本組入額 273円

発行価格 800円
資本組入額 400円

新株予約権の行使期間 2017
2025

年
年
８
６
月
月
１
30
日から
日まで

2018
2026

年
年
４
２
月
月
２
28
日から
日まで

新株予約権の主な行使の条件 （注１） （注１）

（注１）新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社または
当社の子会社の取締役、監査役、従業員もしくは関係協力者のいずれかの地位を保有している場合に限
り新株予約権を行使することができます。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この
限りではありません。

② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めません。
③ 新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合に
は権利行使できません。

（注２）当社は、2016年４月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに
より、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権１株当たりの行使価額」、「新株予約権の行使
により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。

（注３）当社は、2017年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これによ
り、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権１株当たりの行使価額」、「新株予約権の行使に
より株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
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（2）当事業年度中に当社従業員並びに子会社の役員及び従業員に対して職務執行の対価として
交付された新株予約権等の内容の概要
記載すべき事項はありません。

（3）その他新株予約権等に関する重要な事項
記載すべき事項はありません。
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■ 会社の体制及び方針
（１）業務の適正を確保するための体制
① 当社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（a）役員及び従業員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、「経営理念」をより具

体化した「企業行動憲章」を制定し、取締役及び従業員はこれを遵守しております。
（b）当社の経営管理本部（法務グループ）をコンプライアンスの統括部署として、当社の役員及び従業員に

対する適切な教育研修体制を構築しております。
（c）当社の役員及び従業員の職務執行の適切性を確保するため、当社に社長直轄の内部監査室を設置し、
「内部監査規程」に基づき内部監査を実施しております。また、内部監査室は必要に応じて会計監査人及
び監査等委員会と情報交換し、効率的な内部監査を実施しております。

（d）当社は、「取締役会規程」をはじめとする社内諸規程を制定し、その遵守状況を監査等委員会及び内部
監査室がモニタリングしております。

② 当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（a）取締役会議事録、その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取り扱いは、「情報管理規程」

等の社内規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理しております。
（b）文書管理部署の経営管理本部（総務グループ）は、取締役の閲覧請求に対して、いつでもこれらの文書

を閲覧に供する体制を整えております。

③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社のリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従いリスク管理に係る「リスク

管理規程」を制定し、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小
化するための体制を整備しております。

④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（a）当社では、定時取締役会を毎月１回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催

するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保しております。
（b）当社では、取締役会の意思決定に資するため、取締役会付議事項の事前検討を行うとともに、取締役会

で決定した方針及び計画に基づき、総務担当部署が取締役会の指示、意思決定を各部門長に伝達してお
ります。
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（c）当社では、取締役会において、各部署から報告された多様なリスクを可能な限り未然に防止できるよう
検討を行っております。

（d）日常の職務の執行において、取締役会の決定に基づく職務執行を効率的に行うため、「職務権限規程」
及び「業務分掌規程」等の社内諸規程に基づき、権限の委譲を行い、各部署の責任者が意思決定ルール
に則り業務を分担しております。

⑤ 当社における業務の適正を確保するための体制の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関す
る体制
（a）当社の「経営理念」を具体化した「企業行動憲章」を共有し、企業価値の向上と業務の適正性を確保し

ております。
（b）内部監査室による業務監査により、会社の業務全般にわたる法令及び規程の遵守を確保しております。
（c）各部署を取締役が管掌し、各部門の独走の抑止を図る体制を確保しております。また、当社の「取締役

会規程」等社内規程に基づき、事前協議事項及び事後報告事項等も定め、重要事項に関しては経営陣へ
の事前協議又は報告を受けております。

⑥ 当社の監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する体制
（a）監査等委員会の職務を補助すべき従業員は、必要に応じてその人員を確保いたします。当該従業員は、

監査等委員会の指揮命令を受け、監査等委員会の職務の執行を補助いたします。
（b）当該従業員の他部門への異動等については、事前に監査等委員会へ報告を行うものとします。
（c）当該従業員が監査等委員会の職務を補助すべき期間中の指揮権は、その命令内容に関して監査等委員会

に委嘱されたものとして、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の指揮命令は受けないものとしま
す。

⑦ 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者が監査
等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
（a）監査等委員は、監査等委員会が定める監査計画に従い、当社の役員及び従業員から重要事項の報告を求

めることができます。
（b）当社の役員及び従業員は、重要な法令又は定款違反及び不正な行為並びに当社に著しい損害を及ぼすお

それのある事実を知ったときは、監査等委員に報告いたします。
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⑧ 監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する
ための体制

当社は、監査等委員会へ報告を行った当社の取締役及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由と
して不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の取締役及び従業員に周知徹底いたします。

⑨ 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生
ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項及び監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保す
るための体制
（a）当社は、監査等委員会がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当

該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速や
かに当該費用又は債務を処理いたします。

（b）監査等委員会は、当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び従業員の職務の執行状況を監査
等委員会の定める監査方針及び分担に従って監査するとともに、会計監査人及び内部監査室と情報交換
を密にし、連携して監査の実効性を確保いたします。

⑩ 当社の財務報告の信頼性を確保するための体制
当社の代表取締役は、「内部統制システム構築の基本方針」及び別途定める「財務報告に係る内部統制

の基本方針」に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行っております。
取締役会は、代表取締役が構築する財務報告に係る内部統制に関し、適切に監督を行っております。

⑪ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方と体制
当社は、「企業行動憲章」に基づき、社会秩序や企業の健全な事業活動に脅威を与える反社会的勢力と

の取引、その他一切の関係を遮断し、反社会的勢力から不当な要求等を受けた場合には、「反社会的勢力
対応規程」に基づき、毅然とした姿勢で臨む体制を構築いたします。
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（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、上記に掲げた内部統制システムの整備をしておりますが、取締役の職務の執行が法令及び定款に

適合することを確保するための体制並びにその他会社の業務の適正を確保するための体制についての運用状
況の主な概要は以下のとおりであります。

① コンプライアンス
経営管理本部（法務グループ）において、各所管部署からの法令及び各種社内規程に関する各種相談

を受け付け、適正に対応いたしました。また、従業員入社時及び年２回のコンプライアンス研修を実施
し、コンプライアンス意識の向上に取り組んでおります。

② リスク管理体制
リスク管理体制の基礎として「リスク管理規程」を定め、取締役会、その他の会議を通じてリスク管

理状況を把握し、監査等委員会、内部監査室との連携により監視体制の維持に努めております。

③ 監査等委員会の職務執行に関する体制
監査等委員である取締役は、株主総会、取締役会に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、

役職員への質問等の監査手続きを通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査
室及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

④ 内部監査
当社の内部監査部門である内部監査室は、内部監査計画に基づき当社の内部監査を実施しております。

（３）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つと認識しており、経営体質の強化、将来の事業規

模拡大に向けた更なる先行投資的な事業資金のための内部留保は確保しつつ、企業価値の拡大、経営環境並
びに業績等を総合的に勘案し、ＤＯＥ2.0％を基準として配当を行うことを基本方針としております。
当社は、会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行うことがで

きる旨を定款に定めております。また、期末配当の年１回を基本的な方針としておりますが、毎年９月30
日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
上記方針に基づき、当事業年度の期末配当につきましては、１株当たり11円を予定しております。
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■ 個別注記表
重要な会計方針
１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

そ の 他 有 価 証 券 …… 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
なお、投資事業組合に対する出資については、組合の直近の決算書
を基礎とし、当社持分相当額を投資事業組合運用損益として投資有
価証券を加減する方法によっております。

（2）デリバティブの評価基準及び評価方法
デ リ バ テ ィ ブ …… 時価法

（3）棚卸資産の評価基準及び評価方法
商 品 …… 総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有 形 固 定 資 産 …… 定率法

ただし、建物（附属設備を除く）及び2016年４月１日以降に取得し
た建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 ３〜22年
車両運搬具 ２〜６年
工具器具備品 ３〜20年

（2）無 形 固 定 資 産 …… 定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年）に基づいております。
また、商標権については、10年で償却しております。

３．引当金の計上基準
（1）貸 倒 引 当 金 …… 債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2）製 品 保 証 引 当 金 …… 当社が販売する商品の保証に伴い、発生が見込まれる費用又は損失に
備えて、当事業年度末における見積額を計上しております。

（3）賞 与 引 当 金 …… 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しており
ます。
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（4）株 式 給 付 引 当 金 …… 「株式給付規程」に基づく従業員の当社株式の給付に備えるため、当
事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しておりま
す。

４．収益及び費用の計上基準
（1）ＯＭＯ型Ｄ２Ｃビジネス

当社は主にインターネット上で商品の販売を行っており、顧客に対して商品を引き渡す履行義務を負っ
ております。約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で履行義務が充足され、当該財又はサ
ービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から

当該商品等の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識し
ております。
商品の販売時に付与したポイントについては当該時点で履行義務を識別し、将来の使用見込み等を考慮

して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行っております。識別した履行義務について
は貸借対照表上「契約負債」に計上し、ポイントの利用及び失効に従い収益を認識しております。なお、
他社が運営するポイントプログラムに参加しております。商品の購入に応じて付与される他社ポイントの
一部については第三者のために回収する金額として、取引価格から付与ポイント相当額を控除し収益を認
識しております。

（2）プラットフォームビジネス
流通総額（出店者の月間売上高）にプラン別に定められている料率を乗じた金額にて、履行義務の充足

時点である取引の成立時に収益を認識しております。
商品の販売時に付与したポイントについては当該時点で履行義務を識別し、将来の使用見込み等を考慮

して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行っております。識別した履行義務について
は貸借対照表上「契約負債」に計上し、ポイントの利用及び失効に従い収益を認識しております。

５．ヘッジ会計の方法
（1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充た
している場合には振当処理を採用しております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…為替予約
ヘッジ対象…外貨建予定取引

（3）ヘッジ方針
為替予約は、輸入仕入等に係る為替変動リスクをヘッジする目的で外貨建予定取引の決済に必要な範

囲内で行っております。

（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が同一であることから、為替相場の変動によるキャッシュ・フ

ローの変動を完全に相殺するものと想定されるため、有効性の評価は省略しております。
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６．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（1）外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。

（追加情報）
株式給付信託（J-ESOP）
当社は、2017年11月30日開催の取締役会決議において、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をよ

り高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高
めるため、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託（J-ESOP）」を導入
しております。
（1）本制度の概要

本制度は、あらかじめ当社が定めた「株式給付規程」に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に
対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得した

ときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、あら
かじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。

（2）信託に残存する自己株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額により純資産の部に自己株式として計上しておりま

す。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当事業年度143,857千円及び109,750株であります。
（3）総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

該当事項はありません。

会計上の見積りに関する注記
棚卸資産の評価
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

商品 2,312,560千円
（2）当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定

商品の貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。
収益性の低下を見込むにあたっては、回転期間が長期の商品について、回転期間や廃棄方針に応じた販

売可能性を考慮した正味売却価額を算出し、貸借対照表価額を決定しております。
（3）翌事業年度以降の計算書類に与える影響

受注はライフスタイルの変化や消費者ニーズの変化等の様々な要因に左右されます。
そのため受注量が需要予測に達さず、商品の回転期間が長期化した場合には、翌事業年度以降の計算書

類に棚卸資産評価損が計上される可能性があります。

貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 420,192千円
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株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度
期末株式数

発行済株式（普通株式） 10,669,000株 23,600株 −株 10,692,600株
自己株式（普通株式） 332,974株 100,046株 23,000株 410,020株
（注）１．当事業年度の普通株式増加数は、新株予約権の行使による増加23,600株であります。

２．当事業年度の自己株式増加数は、2025年１月31日開催の取締役会決議による自己株式の取得による
増加100,000株及び端数株式の買取りによる増加46株であります。

３．当事業年度の自己株式減少数は、「従業員株式給付信託（J-ESOP）」に基づく従業員への給付による
減少23,000株であります。

４．当事業年度期末の自己株式数は、「従業員株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として株式会社日本
カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式109,750株が含まれております。

２．配当に関する事項
（1）当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2024年６月26日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 104百万円 10円 2024年

３月31日
2024年
６月27日

（注）配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式に対する配当金１百
万円が含まれております。

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2025年６月26日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 114百万円 11円 2025年

３月31日
2025年
６月27日

（注）配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式に対する配当金１百
万円が含まれております。

３．新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的
となる株式の種類

当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度
期末株式数

普通株式 123,200株 −株 60,000株 63,200株
（注）１．当事業年度の減少数は、新株予約権の行使による減少23,600株、失効による減少36,400株でありま

す。
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税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産

賞与引当金 43,039千円
未払事業税 17,567千円
減価償却超過額 118,767千円
株式報酬費用 4,805千円
投資有価証券評価損 88,870千円
敷金償却否認額 21,515千円
資産除去債務 21,156千円
その他 119,908千円

繰延税金資産小計 435,630千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △132,547千円

評価性引当額小計 △132,547千円
繰延税金資産合計 303,083千円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 6,201千円
資産除去債務に対応する除去費用 20,977千円

繰延税金負債合計 27,179千円
繰延税金資産の純額 275,903千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主な項目別の内訳
法定実効税率 30.5％
（調整）
留保金課税 5.5％
住民税均等割等 1.2％
評価性引当額の増減 2.5％
税額控除 △3.4％
その他 0.6％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.9％
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金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社は、事業計画に照らして必要な運転資金を主に自己資金で賄っており、必要に応じて銀行借入によ
り調達しております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金については、信用リスクにさらされております。当該リスクについては、当社の

「経理規程」に従い、取引先ごとに残高管理を行っております。
営業債務である買掛金は、その全てが１年以内の支払期日であります。未払金は、主に人件費及び経費

関係のもので３か月以内に支払期日が到来するものであります。
デリバティブ取引は、輸入取引に係る為替変動のリスクに備えるため為替予約取引を利用しており、市

場価格の変動リスクにさらされております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ
方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、「個別注記表 重要な会計方針 ５．ヘッジ会計の方法」
に記載のとおりであります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業債権について、取引相手先ごとに入金期日管理表を作成し、残高管理を行っておりま
す。

② 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
経営管理本部において定期的にキャッシュ・フロー計画、実績を作成し、毎月の取締役会にて資金

の状況を報告しております。
③ 市場リスク（為替変動リスク）の管理

デリバティブ取引は、主に外貨建仕入取引に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為
替予約取引のみであり、「為替リスク管理規程」に従い、担当部門が決裁者の承認を得て実行してお
ります。

２．金融商品の時価等に関する事項
2025年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません（（注）を参照ください。）。また、「現金及
び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する
ものであることから、注記を省略しております。

（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額

デリバティブ取引（※） （1,172） （1,172） −
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

項目については、（ ）で示しております。
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（注）市場価格のない株式等は、「２．金融商品の時価等に関する事項」の表中には含めておりません。
（単位：千円）

区 分 当事業年度
（2025年３月31日）

非上場株式及び投資事業組合出資金 93,663
貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体の時価については、記載を省

略しております。

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定し

た時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって貸借対照表に計上する金融資産及び金融負債
（単位：千円）

時 価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

デリバティブ取引
通貨関連 − （1,172） − （1,172）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
デリバティブ取引
為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて算定しており、レベル２の時価

に分類しております。

2025年05月23日 10時32分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



― 14 ―

収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社はＥコマース事業の単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益をサービス区分に分
解した情報は、以下のとおりであります。

（単位：千円）
サービス区分 Ｅコマース事業

ＯＭＯ型Ｄ２Ｃ（※）ビジネス 15,588,913
プラットフォームビジネス 346,302

顧客との契約から生じる収益 15,935,215
その他の収益 −

外部顧客への売上高 15,935,215
※ＯＭＯ（Online Merges with Offline）：オンラインとオフラインの融合
Ｄ２Ｃ（Direct to Consumer）：オンライン専業かつ直販の事業形態

２．収益を理解するための基礎となる情報
個別注記表の「重要な会計方針 ４．収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記

を省略しております。

３．当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
（1）顧客との契約から生じた債権、契約負債及び返品負債の残高等
当事業年度における顧客との契約から生じた債権、契約負債及び返品負債の期首及び期末残高は下記のと

おりです。
（単位：千円）

当事業年度
期首残高

当事業年度
期末残高

顧客との契約から生じた債権 1,739,849 2,016,942
契約負債 80,240 56,013
返品負債 9,527 11,235

（2）残存履行義務に配分した取引価格
当社においては、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用

し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
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１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 579円51銭
１株当たり当期純利益 57円23銭

（注）「従業員株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有す
る当社株式を、１株当たり純資産額の算定上、期末の普通株式の数から控除する自己株式に含めておりま
す。（当事業年度 109,750株）
また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めておりま
す。（当事業年度 118,402株）
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